
鳥取県では、企業が行う省エネ設備、太陽光発電設備、EV商用車
・充電設備の導入等の取組を支援します。国（経産省、環境省等）・
市町村の補助制度との併用も可能です。
まずは身近な省エネの取り組みから「脱炭素経営」に取り組んで

みませんか？

【申請主体】
県内に事業所がある法人・個人事業主であって、鳥取県地球温暖

化防止対策条例第9条第1項に基づき、取組計画を提出した者

【補助メニュー・補助率等】
補助率（上限）補助対象経費支援メニュー

１/５
（上限100万円/企業）

省エネ診断に基づく省エネ性能の
高い設備への更新
※要省エネ診断

省エネ対応設備
更新支援事業

１/５
（上限200万円/企業）

自家消費用の太陽光発電設備、
蓄電池

太陽光発電設備
導入支援事業

１０/１０（定額）
（上限50万円/企業）
EV：１０万円/台
V2H：10万円/台
普通充電：３～１０万円/台 等

事業用の電気自動車、超小型
モビリティ、ミニカー、
電動バイク、充電設備

EV 商用車・
充電設備
導入支援事業

鳥取県企業の省エネ・再エネ推進事業補助金(R8年度)

【担当】 お気軽にご相談ください♪
〒680-8570 鳥取市東町1-220 鳥取県生活環境部 脱炭素社会推進課
電話／0857-26-787９ 電子メール／datsutanso@pref.tottori.lg.jp R８年４月版

取り組みの流れや活用事例はパンフレットと
県ウェブサイトでチェック！

補助金詳細パンフレット

【募集期間】
令和９年１月末まで
※予算上限に達し次第、早期に募集終了する場合があります

☞


